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20化学物質とは
労働安全衛生法 第２条には化学物質は『元素及び化合物』
と定義されている。

ほとんどの物質は化学物質と言えるでしょう。

建設現場で使用する化学物質とは、塗料・シンナーや剥離剤、
接着剤やシーリング材、セメントやモルタルなど、また、機
械類の調整に使用するスプレー缶に入ったクリーナーなど、
これらに含まれる多種の成分のことをいう。
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18建設現場における化学物質災害事例 厚労省職場の安全サイトより
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19建設現場における化学物質災害事例 厚労省職場の安全サイトより
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厚労省職場の安全サイトより



7

厚労省職場の安全サイトより
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GHSラベル表示による危険性・有害性の確認
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22
GHSラベル表示による危険性・有害性の確認
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GHSラベル表示による危険性・有害性の確認
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21
化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）
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リスクアセスメント対象物質は2023年7月時点で674物質となっており、
2024年4月1日以降は約900物質、2025年4月1日以降は約1540物質、2026
年4月1日以降は約2320物質となる予定。今後順次危険性が確認された物から

追加されていく。

化学物質の法改正概要化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）
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24
化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）
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25
化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）
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• 2024年4月1日より皮膚等障害化学物質を取扱う時は不浸透性の保護衣、保護手袋

履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。

皮膚刺激性有害物質＋皮膚吸収性有害物質＝約1100物質

不浸透性とは何か？⇒JIST8116において「透過」しないこと及び「浸透」しない
ことをいずれも含むものとされている。

化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）
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27
化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）
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化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）



19

取扱い事業者が今回の法令改正でやらなければならなくなった内容とは？

①化学物質管理者及び保護具着用管理責任者を選任する。

②リスクアセスメントの結果を周知し記録を保存する。

(最低3年、がん原性物質は30年保存)

③労働者がばく露される程度を最小限度とする。

④濃度基準値設定物質取扱い時はばく露される程度を基準値以下とする。

⑤皮膚等障害化学物質取り扱い時には不浸透性の保護具を使用する。

⑥労働者の意見を聴く機会を設け、記録を作成し、保存する。

⑦雇い入れ時等教育で、取り扱う化学物質の危険有害性の教育を実施する。

化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）

建災防のリスク管理マニュアルは、上記②～⑤の内容を満足

するための書類として活用して欲しい。



化学物質規制体系の見直し（自律的な管理を基軸とする規制への移行）
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●労働者がばく露される程度を最小限とすることの最小限度の目安とは？

●濃度基準値以下であることをどのように確認すれば良いのか？

技術上の指針より濃度基準値が設定されている物質について、リスクの見積もりの過程において、労

働者が当該物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれがある屋内作業を把握した場合は、

確認測定を実施すること。 ※令和５年３月３１日掲載の厚労省Q&Aより

ばく露濃度の最小限度の基準はありませんが、各事業場でリスクアセスメントを実施した結果を踏ま

えて、ばく露濃度を最小限に抑えていただくことが必要となります。なお、日本産業衛生学会の許容

濃度、ACGIHのTLVーTWA等が設定されている物質については、これらの値を参考にリスクアセス

メントを実施し、ばく露濃度を最小限に抑える方法などの方法もあり、各事業場に応じた自律的な管

理をお願いします。※令和５年３月３１日掲載の厚労省Q&Aより

技術上の指針より毎回異なる環境で作業を行う場合において、典型的な作業を洗い出し、あらかじめ

当該作業において労働者がばく露される物質の濃度を測定し、その測定結果に基づくリスク低減措置

を定めたマニュアル等を作成するとともに、当該マニュアル等に定められた措置が適切に実施されて

いることを確認する方法も認められている。 建災防のリスク管理マニュアルがこれに当たる



21

建災防では、「建設業における化学物質管理のあり方に関する検討委会」
（以下「検討委員会」）において、リスクアセスメントの実施を通したば
く露防止対策に対応したマニュアル等の作成検討を始め、新しい化学物質
管理の自主的管理の考え方に沿って、マニュアルの作成に取り組むことと
した。

①実際の建設作業現場における典型的な作業を洗い出し、労働者のばく露

濃度を測定・分析

②ばく露濃度分析結果の評価、有効なばく露濃度低減措置の検討

③検討結果を踏まえた典型的な作業に対するリスク管理マニュアルの作成

建設業労働災害防止協会作成の作業別リスク管理マニュアル
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30
①セメント系粉体取扱い作業

②スラリー状のコンクリートを使用する作業

③ドア塗装等有機溶剤取扱い作業

④防水等有機溶剤取扱い作業

⑤シーリング等有機溶剤取扱い作業

⑥接着（長尺シート等）作業

建設業労働災害防止協会作成の作業別リスク管理マニュアル

令和５年度に以下の６作業についてのリスク管理マニュアルを作成《2024年３月》】

➀

➂
④➁

⑤ ⑥
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30
①開削工事のうち防水工事

底部プライマー塗布作業・防水材スプレーガン吹付作業

②シールド工事

セグメントシール貼付け有機溶剤取扱い作業

③シールド工事

シールドマシン掘進作業及びセグメント運搬

建設業労働災害防止協会作成の作業別リスク管理マニュアル

令和６年度に以下土木工事３作業についてのリスク管理マニュアルを作成《2025年３月》】

➀ ➂➁
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30
①外壁塗装作業

②アスファルト舗装工事

乳剤散布・アスファルト混合物敷設作業

建設業労働災害防止協会作成の作業別リスク管理マニュアル

令和７年度に以下の２作業についてのリスク管理マニュアルを作成《2026年２月》】

➀ ➁
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①セメント系粉体取扱い作業
リスク管理マニュアル
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①セメント系粉体取扱い作業リスク管理マニュアル

使用する製品や、含ま
れる化学物質名等を
化学物質管理者が記載

保護具着用管理責任者名と
選任日を記載

選択した保護具等を
保護具着用管理責任者
が記載

異常があった時に記
載する
異常がなければ異常
なしと記載して保管
する

実際に使用した
保護具を職長等が記載
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①セメント系粉体取扱い作業リスク管理マニュアル

SDSより危険・有害性の確認
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①セメント系粉体取扱い作業のばく露濃度測定結果

作業内容 作業者 使用製品名

吸入性粉じん
濃度

mg/m3

(許容濃度
1.0mg/m3)

遊離けい酸含有率（重量％）

石英検出の有無
クリストバライ
ト検出の有無

トリジマイト検
出の有無

遊離けい酸濃度

mg/m3

(許容濃度
0.03mg/m3)

01 モルタル
捏ね作業

a-A 3.72 検出せず 検出せず 検出せず

a-B 1.25 検出せず 検出せず 検出せず

b-A 0.19
検 出
(19.2未満)

検出せず 検出せず
0.19×0.19
0.036

b-B 0.08 検出せず 検出せず 検出せず

c-A 0.43
検 出
(8.1未満)

検出せず 検出せず
0.43×0.081
0.035

c-B 0.12 検出せず 検出せず 検出せず

建設業労働災害防止協会作成の作業別リスク管理マニュアル
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①セメント系粉体取扱い作業

セメント系粉体を取扱う作業では区分２以上の防じんマ
スク、粉体が皮膚や眼に接触しないよう水が浸透しない
防護手袋、保護めがね、保護衣等を使用する。
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②スラリー状のコンクリートを使用する作業

生コンクリート打設作業やモルタル等を取扱う作
業では、セメント水等が浸透しない防護手袋、保
護めがね、保護衣、長靴等を使用する。
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日本産業衛生学会許容濃度 （ｐｐｍ）

成分名

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

ﾓﾉﾌﾞﾁﾙｴｰ
ﾃﾙ

o-キシレ
ン

p-キシレ
ン

m-キシレ
ン

エチル
ベンゼン

メチルイ
ソブチル
ケトン

トルエン
1,2,4-ﾄﾘﾒ

ﾁﾙ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

酢酸エチ
ル

酢酸n-ブ
チル

メタ
ノール

n-ヘキ
サン

メチルシ
クロ

ヘキサン

シクロヘ
キサノン

2-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ
ｴﾁﾚﾝ
ｸﾞﾘｺｰﾙ

ｐｐｍ 20 50 50 50 20 50 50 25 200 100 200 40 400 25 100 設定なし

作 業 名 測定時季 捕集法 作業者 測定結果 （ｐｐｍ）
混合物の
評価

CS・CR
屋外壁面塗装

10～11月

３M有機ガス
モニター

a-CR-2 0.029

シリカゲル管

d-CR-1 4.77 1.20 6.18 0.205

d-CR-2 2.26 0.73 2.33 0.098

e-CR 0.1未満

7～9月

３M有機ガス
モニター

h-CR(1) 0.40未満 0.71未満

h-CR(2) 0.69未満 1.23未満

シリカゲル管
h-

CR(1)(2)
0.25未満

D・E
ドア等塗装

作業

10～11月 活性炭管

a-D-1 0.085 0.021 0.051 0.068 0.006

a-D-2 0.010 0.007 0.007 0.010 0.001

a-E-2 0.006 0.004 0.005 0.007
0.000 

b-D-1 0.101 0.059 0.150 0.317 0.023

b-D-2 0.091 0.071 0.180 0.401 0.027

c-D-1 0.648 0.369 0.895 1.760 0.460 0.135

c-D-2 0.884 0.504 1.224 2.42 0.620 0.185

c-E＊ 0.565 0.301 0.742 1.40 0.260 0.107

7～9月

３M有機ガス
モニター

g-D 0.10未満 0.10未満 0.10未満 0.09未満 1.85

g-E 0.13未満 0.13未満 0.13未満 0.11未満 3.45

活性炭管

f-D(1) 0.26 0.07 0.19 0.16 1.48 0.078

f-D(2) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

i-D(1) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.13

i-D(2) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.02未満 0.01未満

３M有機ガス
モニター

i-D(1)(2) 0.83未満

F・G
ベランダ

（ウレタン）
防水

10～11月
３M有機ガス
モニター

b-F 0.062 60.1 0.302

b-G 0.036 45.5 0.228

e-F 0.286 0.387 0.861 2.09 2.06 0.178

7～9月
３M有機ガス
モニター

g-F 2.19

g-G 1.17

i-F 0.10未満 0.10未満 0.10未満 0.10未満

j-F 1.08 1.64 2.75 4.70 1.65 30.68 0.36未満 0.17未満 0.531 

j-G 2.17 2.07 3.95 6.19 3.26 36.24 0.36未満 0.17未満 0.719

H・K
床樹脂接着

7～9月
３M有機ガス
モニター

h-H(1) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.22未満

h-H(2) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.18未満

i-H 3.69

I
シーリング

作業
7～9月

３M有機ガス
モニター

h-I 1.09 0 0.25未満 0.041

j-I 12.64 5.33 0.25未満 0.62未満 0.279

f-I(1) 6.25 0.38未満

f-I(2) 0.05未満 0.40未満

（注）①一人の作業者について、休憩の前後等で捕集サンプラーを交換した場合は(1)又は(2)の番号を付した。
（ただし、別の捕集サンプラーを併用し、かつ通しで測定した場合は(1)(2)と記した。）
②複数の作業者が同一作業場所において作業を実施した場合は区切り線を点線とした。
③E＊は測定担当者が作業者の近くに立ち、ばく露濃度を測定したもの。

有機溶剤の個人ばく露
濃度測定結果
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③ドア塗装等有機溶剤取扱い作業
ドア塗装等有機溶剤を取扱う作業では、有機ガス用の
防毒マスクを使用し溶剤が浸透及び透過しない防護手
袋、側板付き保護めがね、皮膚が露出しない保護衣等
を使用する。
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④防水等有機溶剤取扱い作業
防水等有機溶剤を取扱う作業では、有機ガス用の防毒
マスクを使用し溶剤が浸透及び透過しない防護手袋、
側板付き保護めがね、皮膚が露出しない保護衣等を使
用する。
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日本産業衛生学会許容濃度 （ｐｐｍ）

成分名

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘ
ｺｰﾙ

ﾓﾉﾌﾞﾁﾙｴｰ
ﾃﾙ

o-キシレ
ン

p-キシレ
ン

m-キシレ
ン

エチル
ベンゼン

メチルイ
ソブチル
ケトン

トルエン
1,2,4-ﾄﾘﾒ

ﾁﾙ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

酢酸エチ
ル

酢酸n-ブ
チル

メタ
ノール

n-ヘキ
サン

メチルシ
クロ

ヘキサン

シクロヘ
キサノン

2-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ
ｴﾁﾚﾝ
ｸﾞﾘｺｰﾙ

ｐｐｍ 20 50 50 50 20 50 50 25 200 100 200 40 400 25 100 設定なし

作 業 名 測定時季 捕集法 作業者 測定結果 （ｐｐｍ）
混合物の
評価

CS・CR
屋外壁面塗装

10～11月

３M有機ガス
モニター

a-CR-2 0.029

シリカゲル管

d-CR-1 4.77 1.20 6.18 0.205

d-CR-2 2.26 0.73 2.33 0.098

e-CR 0.1未満

7～9月

３M有機ガス
モニター

h-CR(1) 0.40未満 0.71未満

h-CR(2) 0.69未満 1.23未満

シリカゲル管
h-

CR(1)(2)
0.25未満

D・E
ドア等塗装

作業

10～11月 活性炭管

a-D-1 0.085 0.021 0.051 0.068 0.006

a-D-2 0.010 0.007 0.007 0.010 0.001

a-E-2 0.006 0.004 0.005 0.007
0.000 

b-D-1 0.101 0.059 0.150 0.317 0.023

b-D-2 0.091 0.071 0.180 0.401 0.027

c-D-1 0.648 0.369 0.895 1.760 0.460 0.135

c-D-2 0.884 0.504 1.224 2.42 0.620 0.185

c-E＊ 0.565 0.301 0.742 1.40 0.260 0.107

7～9月

３M有機ガス
モニター

g-D 0.10未満 0.10未満 0.10未満 0.09未満 1.85

g-E 0.13未満 0.13未満 0.13未満 0.11未満 3.45

活性炭管

f-D(1) 0.26 0.07 0.19 0.16 1.48 0.078

f-D(2) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満

i-D(1) 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.03未満 0.13

i-D(2) 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.01未満 0.02未満 0.01未満

３M有機ガス
モニター

i-D(1)(2) 0.83未満

F・G
ベランダ

（ウレタン）
防水

10～11月
３M有機ガス
モニター

b-F 0.062 60.1 0.302

b-G 0.036 45.5 0.228

e-F 0.286 0.387 0.861 2.09 2.06 0.178

7～9月
３M有機ガス
モニター

g-F 2.19

g-G 1.17

i-F 0.10未満 0.10未満 0.10未満 0.10未満

j-F 1.08 1.64 2.75 4.70 1.65 30.68 0.36未満 0.17未満 0.531 

j-G 2.17 2.07 3.95 6.19 3.26 36.24 0.36未満 0.17未満 0.719

H・K
床樹脂接着

7～9月
３M有機ガス
モニター

h-H(1) 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.06未満 0.22未満

h-H(2) 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.18未満

i-H 3.69

I
シーリング

作業
7～9月

３M有機ガス
モニター

h-I 1.09 0 0.25未満 0.041

j-I 12.64 5.33 0.25未満 0.62未満 0.279

f-I(1) 6.25 0.38未満

f-I(2) 0.05未満 0.40未満

（注）①一人の作業者について、休憩の前後等で捕集サンプラーを交換した場合は(1)又は(2)の番号を付した。
（ただし、別の捕集サンプラーを併用し、かつ通しで測定した場合は(1)(2)と記した。）
②複数の作業者が同一作業場所において作業を実施した場合は区切り線を点線とした。
③E＊は測定担当者が作業者の近くに立ち、ばく露濃度を測定したもの。

有機溶剤の個人ばく露
濃度測定結果
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⑤シーリング等有機溶剤取扱い作業

シーリング等有機溶剤を取扱う作業では、溶剤が浸透及び
透過しない防護手袋、側板付き保護めがね、皮膚が露出し
ない保護衣等を使用する。器具の洗浄等で有機溶剤を使用
する場合は、有機ガス用の防毒マスクを使用する。
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⑥接着（長尺シート等）作業

接着（長尺シート等）作業では、溶剤が浸透及び透過しない
防護手袋、皮膚が露出しない保護衣等を使用する。
EVかご内等の狭隘な場所では、防毒マスクを使用する。
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①開削工事のうち防水工事
底部プライマー塗布作業・防水材スプレーガン吹付作業
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①開削工事のうち防水工事
底部プライマー塗布作業・防水材スプレーガン吹付作業
防水材スプレーガン吹付作業では、防じん機能付き有機
ガス用の防毒マスクを使用し溶剤が浸透及び透過しない
防護手袋、側板付き保護めがね、皮膚が露出しない保護
衣等を使用する。
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②シールド工事
セグメントシール貼付け有機溶剤取扱い作業
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②シールド工事
セグメントシール貼付け有機溶剤取扱い作業

セグメントシール作業では、有機ガス用の防毒マスクを使用し、
溶剤が浸透及び透過しない防護手袋、側板付き保護めがね、皮
膚が露出しない保護衣等を使用する。
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③シールド工事
シールドマシン掘進作業及びセグメント運搬

シールドマシン掘進作業及びセグメント運搬作業で溶剤や
グリスが付着する可能性がある場合には浸透及び透過しな
い防護手袋や側板付き保護めがねを使用する。
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①外壁塗装作業
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外壁スプレー塗装作業では、有機ガス用の防じん機能
付き防毒マスクを使用し溶剤が浸透及び透過しない防
護手袋、側板付き保護めがね、皮膚が露出しない保護
衣等を使用する。

①外壁塗装作業
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②アスファルト舗装工事 乳剤散布・アスファルト混合物敷設作業
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②アスファルト舗装工事
乳剤散布・アスファルト混合物敷設作業

屋外のアスファルト舗装工事では、呼吸用保護具の使
用は要しないが、屋内等の風通しが悪い場所での作業
は防じん機能付き防毒マスクを推奨する。乳剤等が眼
や皮膚に触れる場合は、防護手袋、側板付き保護めが
ね等を使用する。夏季は熱中症対策が必要。
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化学防護手袋

幅広い化学物質に対応

化学防護手袋（推奨品）

重松製作所カタログより皮膚等障害化学物質に使用出来る化学防護手袋例
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皮膚等障害化学物質に使用出来る化学防護手袋例

化学防護手袋

50枚入（25双入）

ニトリル、ネオプレン製

0.19mm
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化学防護手袋

5層のラミネート・
フィルム製

幅広い化学物質に対
して優れた耐透過性
能を示す

皮膚等障害化学物質に使用出来る化学防護手袋例
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使い捨て防じんマスク 防じんマスク防じんマスク

防毒マスク

防じんマスク

防毒マスク 防毒マスク

興研カタログより粉じん等作業に使用する呼吸用保護具例 防じんマスク

有機溶剤等取扱い時に使用する呼吸用保護具例 防毒マスク
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防毒マスクの吸収缶の種類
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38
吹付塗装作業等ミスト状に化学物質
が舞っている中での作業ではゴグル
型の保護メガネを使用する。

ゴグル型

スペクタル型 サイドシールド付

重松製作所カタログより
保護メガネ

塗料の撹拌作業等化学物質が飛散して
メガネの横の隙間から飛んでくる恐れ
のある作業ではサイドシールド付きの
保護メガネを使用する。
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ご清聴ありがとうございました


